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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

Ⅰ 人づくりの改革

1 １ 職員の意

欲および能

力の向上

① 「三重県職

員人づくり基

本方針」の策

定

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 「三重県職員人

づくり基本方針」

の策定・運用

・ワーキンググループ（ＷＧ）の設置（４月）

庁内職員、外部アドバイザーで構成、８月までで計８回開催

・ＷＧによる職員に求められる人材像･能力の整理、課題の洗い出し（５～

６月）、他県、民間企業等の先進事例の現地調査（５～７月）

・ＷＧ案の策定、知事報告（８月）

・ＷＧ案を踏まえて担当部による中間案の検討（９月）

・中間案の策定、議論（10 月）

・担当部による最終案の検討（10 月）

・最終案の策定、議論（11～12 月）

・基本方針の策定（12 月）

（目指すべき職員像）

県民とともにアクティブに、新しい三重を創っていく日本一の職員

（求められる人材を育成するための基本的な考え方）

「職員の自主性に任せた人材育成」から「組織が積極的に関与する人材育成」へ

（重点的取組事項）

求められる人材の組織的な育成、仕事を通じた人材育成（OJT）機能の

充実、職員の意欲と能力の向上を重視した人事制度 等

継続

・「みえ県民力ビジョン」に掲げる「県民との『協創』」「現

場重視」「職員力の向上」などの考え方などを踏まえ

て、求められる人材像や能力を明確にし、人材育成の

手法や進め方を示す「三重県職員人づくり基本方針」を

H24 年 12 月に策定しました。

総務部人事課

職員研修センター

・「三重県職員人づくり基本方針」の策定により、時代の

変化に対応した新たな人づくの基本方針と重点取組事

項を示すことができました。

・H25 年度から、「仕事を通じた人材育成（ＯＪＴ）」を最も

重要な柱に位置づけ、人事、組織、職場環境、研修等

の様々な分野において、関係部局等がそれぞれの役

割を分担かつ連携しあうことで、組織全体で人材育成

に取り組んでいきます。

2 ② 勤務評価

制度の検証と

構築

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 管理職員にかか
る勤務評価制度
の検証・運用

□ 県職員育成支援

のための評価制

度の運用

＜管理職員にかかる勤務評価制度の検証・運用＞

・現行の管理職員勤務評価制度の課題の洗い出し（４～６月）

・管理職員向けアンケートの実施（７～８月）

上記による課題：評価要素基準の見直し、目標設定方法等の見直し等

・都道府県調査の実施（９～10 月）

・管理職員勤務評価制度の見直し内容の検討（11～12 月）

・管理職員勤務評価制度の見直し案の策定、議論（１～２月）

・管理職員勤務評価制度の見直し内容の確定（３月）

＜県職員育成支援のための評価制度の運用＞

・課題の抽出と対応策の検討（７月～）

・県職員育成支援のための評価制度の見直し内容の確定（３月）

継続

・管理職員にかかる勤務評価制度について、管理職員

向けアンケート、都道府県調査を実施し検証するととも

に、新たに策定した「三重県職員人づくり基本方針」の

内容等を踏まえ、見直しました。

・現在試行している県職員育成支援のための評価制度

についても、課題の抽出と対応策の検討を行い、「三重

県職員人づくり基本方針」の内容等を踏まえ、見直しま

した。

総務部人事課

・管理職員にかかる勤務評定制度及び県職員育成支

援のための評価制度を見直し、職員力・組織力の向上

に向けて、より一層効果が発揮できる制度として、４月

から運用を開始できるようにしました。

・引き続き、制度を適切に運用するとともに、定着・施行

を図り、能力や実績に基づく任用と処遇に取り組んでい

きます。

3 ③ 新たなキャ

リアデザイン

支援制度の構

築

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 新しい庁内公募

制度及びスペシ

ャリストコースの

構築

・H24 年４月異動において新設した「職員力公募制度」、「スペシャリストコ

ース」の検証と課題の整理（９～10 月）

・新制度の検証結果を踏まえ必要な見直し検討（10～11 月）

・現行の「スペシャリストコース」制度の拡充を行い、従来のスペシャリスト

コース（業務スペシャリスト）に加え、新たに部局マイスターコースを設定

し、公募を実施（12 月）

達成

・職員の意欲を高めるため、新しい庁内公募制度「職員

力公募制度」や「スペシャリストコース」制度構築を通じ

て、職員が自分のキャリアを自ら選択し、実現できる機

会の充実、拡大に取り組みました。

総務部人事課

・H24 年４月異動において新設した「職員力公募制度」

「スペシャリストコース」において、計 33 名の応募があ

り、職員の意欲、専門性などを向上させることができま

した。

・H25 年４月異動において、新たに部局マイスターコー

スを追加し公募を実施するなど、引き続き、職員のキャ

リアデザインの実現、特定分野等における専門的な知

識や能力、経験を持つ職員の育成及びその活用を通じ

て業務の的確な遂行に取り組んでいきます。

資料１別表

検討・策定 実施

定着・施行

検証 実施

実施

平成 24 年度 「三重県行財政改革取組」具体的取組 年度実績

※平成 25 年１月末時点で取りまとめているため、2 月以降の実績は見込みとなります。
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

4 １ 職員の意

欲および能

力の向上

④ 多様な組

織との人事交

流の推進

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 多様な組織との

人事交流の推進

・国、他県、市町等のH24年度の派遣職員と派遣先で意見交換等実施（８

カ所）、派遣状況や課題把握（７～10 月）

・H25年４月異動に向けて、民間企業を含めて、新たな人事交流先の検討

を実施（９～２月）

・人事交流先の決定、派遣職員の選定など、具体的な人事交流の実施に

向けた調整を実施（１～３月） 達成

・職員の視野と経験の幅を広げるとともに、幅広い人的

ネットワークづくりなどを通じて、職員力や「協創」のスキ

ルなどを高めていくため、国・他県・市町など多様な組

織との新たな人事交流に積極的に取り組みました。

総務部人事課

・国、他県、市町等多様な組織との人事交流に 37 名の

職員を派遣しました。また、派遣先団体や派遣職員の

意見交換等を通して検証、確認を行いました。

・今後も組織活力の向上と人材育成のための機会の一

層の拡大のため、H25 年度、新たに民間企業への職員

派遣を検討するなど多様な組織との人事交流を充実・

拡大していきます。

5 ⑤ 意欲の向

上に向けた組

織風土づくり

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 部下職員の意欲

を高める管理職

員の能力向上

□ 新たな職員提案

制度の構築

□ 「率先実行大賞」

への応募促進

＜部下職員の意欲を高める管理職員の能力向上＞

・現状調査や能力開発方策の提案・実施に関する委託先をプロポーザル

方式で選定（４～５月）

・管理職員及び部下職員に対する意識調査アンケートの実施（６～８月）

・アンケート結果等を踏まえ、管理職員研修（モチベーションマネジメント

研修）の実施（計 10 回、対象 353 人）（８～９月）

・研修等の効果測定、成果検証等の実施（９～11 月）

・成果の定着に向けた対策立案（12～３月）

＜新たな職員提案制度の構築＞

・新たな職員提案制度の検討（４～７月）

・庁内会議により各部局と検討・決定（７～８月）

職員の意欲及び能力向上、組織の活性化や組織内の幅広い知の活用

による、より少ないコストの政策の形成を目的に実施

・各部局へ政策提案テーマの募集（８月）、職員提案の募集（９月）

・優良提案の選定・募集提案に対するフィードバック（12 月）

応募 72 提案、採用５提案、部分採用 51 提案

＜「率先実行大賞」への応募促進＞

・賞制度の改善検討（４～９月）

昨年度からのリニューアル（部門の新設、審査員の公募、新規採用職

員（実行委員会）による発表会の企画・運営など）

・実行委員会による発表会の企画・運営（10～２月）

・新たな賞制度「ＭＩＥ 職員力 アワード」への募集（11～12 月）

応募件数：H23 年度 151 件 ⇒ H24 年度 153 件

・「ＭＩＥ 職員力アワード 発表会」の実施（２月）

達成

・管理職員に対し、部下職員の意欲を高めるコミュニケ

ーションのとり方などのノウハウを修得できる研修を開

催するなど、各職場において職員の意欲を高めるため

の管理職員の能力向上を図りました。

・職員一人ひとりが、仕事の中で役立ち、認められてい

ると実感しながら、意欲的に行動する組織風土づくりを

進めるため、新たな職員提案制度の構築や新たな賞制

度「ＭＩＥ 職員力 アワード」への応募促進に取り組みま

した。

総務部行財政

改革推進課

・各職場において職員の意欲を高めるための管理職

員の能力向上を図る研修を実施した結果、管理職員

の意識が向上し、職員の意欲を高めるための行動の

実践につながりました。

・新たな職員提案制度を実施し、採用、部分採用提

案については、次年度事業の検討へ活かすことがで

き、職員の意欲の向上につながりました。

・新たな賞制度「ＭＩＥ 職員力 アワード」への所

属の応募割合は、57.0%となり、前年度の 41.4%から

15.6 ポイント増加し、意欲的に行動する組織風土を

醸成することができました。

・今後も、職員一人ひとりが、仕事の中で役立ち、

認められていると実感しながら、意欲的に行動する

組織風土づくりを、職員の意見も取り入れながら取

り組んでいきます。

6 ２ 高度な専

門 性 と 「 協

創」のスキル

の向上

① 高度な専

門性と「協創」

のスキルの向

上に重点を置

いた人づくり

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 高度な専門性と

「協創」のスキル

の向上に重点を

置いた人づくり

・「三重県職員人づくり基本方針」検討ＷＧ案の策定（８月）

・「三重県職員人づくり基本方針」の検討状況を踏まえつつ、人材育成の

手法や進め方について検討（８～12 月）

・「三重県職員人づくり基本方針」の策定（12 月）

・新たな人づくりの基本方針と「重点取組事項」及びその「具体的取組」に

基づき、H25 年度以降の取組について検討（１～２月）

・H25 年度以降の取組の確定（３月）

基本方針の「具体的取組」の実施に向けた取組内容の確定

「目指すべき職員像」の共有、OJT リーダーの設置、スペシャリストコ

ースの拡充、多様な組織との人事交流の推進等

新たな研修体系に基づく研修内容の確定

継続

・今年度新たに「三重県職員人づくり基本方針」を策定

し、時代の変化に対応し着実に施策を推進することが

できる専門的な知識とスキルを身につけることに重点を

置いた人材育成の手法や進め方などの検討を行い、具

体的な取組を確定しました。

総務部人事課

職員研修センター

・同方針とその「重点取組事項」に基づき、高度な専門

性と「協創」のスキルの向上に重点を置いた人材育成

の実現に向けた具体的な取組を確定しました。

・H25年度から、関係部局が連携・協力して取り組むとと

もに、その成果・課題を踏まえ、更なる取組を進めてい

きます。

実施

実施検討

実施

実施検討

検討 実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

7 ２ 高度な専

門 性 と 「 協

創」のスキル

の向上

② 新たな研

修体系の構築

と研修の充実

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 新たな研修体系

の構築と研修の

充実

＜新たな研修体系の構築＞

・現行の研修体系及び研修内容の問題点と課題、見直しの方向性の検

討（６～８月）

職級別の研修の見直し、若手職員の基礎づくりのための研修の充実

・「三重県職員人づくり基本方針」検討ＷＧ案の策定（８月）

・「三重県職員人づくり基本方針」の検討状況を踏まえつつ、新たな研修

体系について検討（８～１月）

・新たな研修体系の確定（２月）

＜研修の充実＞

・H24 年度研修の内容の見直しを順次実施（４月～）

「平成24年度三重県経営方針」に掲げる三重県職員としての「五つの心

得」を取り上げ、職員への徹底、意識づけ

「協創」の取組を進めるための意識の醸成や基本となるコミュニケーショ

ンスキルの習得

・「三重県職員人づくり方針」を踏まえた新たな研修体系に基づく研修内

容について検討（10～２月）

・H25 年度以降の研修内容の確定（３月）

継続

・新たに策定された「三重県職員人づくり基本方針」を

踏まえて、県職員としての基礎的、基本的な知識、考え

方の習得に加え、県民の皆さんに成果をより届けるた

めに必要な能力、スキルなどの開発が効果的にできる

ように、新たな研修体系の構築と研修内容の検討及び

見直しを実施しました。

職員研修センター

・同方針を踏まえて、新たな研修体系の構築と研修内

容の検討及び見直しを行い、H25 年度以降の職員研修

の基本的な考え方や重点的な取組を定めました。

・H25 年度から新たな研修体系に基づき研修の充実を

図っていきますが、実際に研修を実施していく中で、そ

の成果や課題を踏まえながら、より効果的な研修となる

よう引き続き研修の見直し及び充実に取り組んでいき

ます。

8 ３ 危機管理

力の向上

① 現場の担

当者による未

然防止策の強

化

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 現場の担当者に

よるリスク把握

（リスクの洗い出

し）の実施

・新しいリスク把握の手法について、課長等が各職場における危機管理

意識向上研修の一つのメニューとして実施することを検討（５～６月）

・新しいリスク把握の取組内容について、各部局の危機管理推進者を通

じ部局内職員に周知（８月）

・課長等が実施する危機管理意識向上研修において、職員が日常業務

の中で気づいたリスクやヒヤリ・ハット事例について課内等で対話を行

い、未然防止対策についてリスク対策検討シートを作成（９～１月）

・研修結果をモニタリングで確認（２月）

・各所属で把握されたリスクやヒヤリ・ハット事例の優良事例を全庁共有

（２月）

達成

・今年度から、本庁だけでなく地域機関においても、室

長等が職員との対話により、業務に潜むリスクの把握

と、その未然防止策の検討がなされ、全庁的に現場の

担当者によるリスクの把握が行われるよう見直しまし

た。

防災対策部

危機管理課

・業務に潜むリスクの把握について、全庁展開したこと

により、地域機関の職員にも浸透し、全庁的に現場担

当者による実効性のある対策が講じられるようになりま

した。

・引き続き、全庁的に危機管理意識向上研修を通じた

現場担当者によるリスク把握取組を実施していきます。

9 ② 現場にお

ける危機対応

力を備えた人

材育成

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 危機管理リーダ

ー研修の新設

□ 実践的な危機対

応訓練の強化

＜危機管理リーダー研修の新設＞

・危機管理リーダー研修の実施（６～７月）

危機発生時の対処方法等に関する講義や、H23 年度の台風 12 号等の

実例への対応を考える演習を実施（３回 計 88 名）

＜実践的な危機対応訓練の強化＞

・各部等において実施する危機対応訓練の計画及び報告のしくみについ

て検討（６月）

・各部等による危機管理（対応）マニュアルに基づく訓練実施（９～１月）

達成

・危機発生時における現場で指揮を執る管理者層の判

断力、対応力の向上を図るとともに、現場が個別の危

機に対して迅速かつ的確に対応できるよう、実践的な

訓練、研修を実施しました。

防災対策部

危機管理課

・危機管理リーダー研修において、県内への影響が大

きかった H23 年度の台風 12 号による災害への対応等

の実例に基づいて考える内容により実施したことから、

受講者のアンケートにおいても「身近な事例に基づく演

習であり、得るものがあった」との趣旨の回答が多く得

られ、現場における管理者層の判断力、対応力の向上

が図れました。

・実際に各所属等が想定する危機発生に備え整備して

いる個別の危機管理マニュアルに基づく訓練等の実施

により、実践に即した危機対応力の向上が図れました。

・今後も現場における危機対応力向上のため、より実践

的な研修・訓練等を継続して実施していきます。

順次実施

検討

実施

実施

実施



4

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

Ⅱ 財政運営の改革

10 ４ 徹底した

事務事業の

見直し

① 「三重県版

事業仕分け」

の実施など、

徹底した事務

事業の見直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 「三重県版事業

仕分け」の結果

を当初予算に反

映

□ 事業の成果を検

証し、翌年度予

算編成に反映

【実施】

＜「三重県版事業仕分け」の結果を当初予算に反映＞

・ H24 年度当初予算に反映（実施済み）

＜事業の成果を検証し、翌年度予算編成に反映＞

・各部局での H23 年度事業の成果の確認と検証作業の実施（4～5 月）

・総務部ヒアリング等の実施（7 月）

・総務部意見のとりまとめ及び各部局への提示（10 月）

・成果の確認と検証作業を踏まえた事務事業の見直し結果のH25年度当

初予算要求への反映（各部局）（10～11 月）

・庁内の予算議論を経て、H25 年度当初予算に反映（２月）

達成

・全ての事業をゼロベースで見直す「三重県版事業仕

分け」を H23 年度に実施し、H24 年度当初予算に反映

するとともに、H23 年度事業の見直し結果については、

庁内の予算議論を経て、H25 年度当初予算に反映する

など、厳しい財政状況を踏まえ、徹底した事業の「選択

と集中」を図りました。

総務部財政課

・「成果の確認と検証」及び予算編成での事業の厳しい

「選択と集中」を行い、事業の見直しに成果をあげること

ができました。

（参考）廃止・休止・リフォーム

H24 年度 552 件 △239 億円（県費△42 億円）

H25 年度 169 件 △ 30 億円（県費△ 7 億円）

・毎年度、事業の成果を検証し、翌年度の当初予算編

成に反映することとしています。

11 ５ 総人件費

の抑制

① 職員数の

見直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 職員数の見直し

・H25 年度組織運営のあり方等について検討（８～９月）

・｢平成 25 年度組織機構及び職員定数調整方針｣策定（10 月）

・H25 年度組織定数調整（11～２月）

・「三重県職員定数条例」改正案議会提出（２月）

継続

・県民の皆さんへのサービス提供、職員の意欲、法令

による配置基準などにも留意しながら検討を進め、職員

定数を見直しました。

総務部総務課

・「平成 25 年度組織機構及び職員定数調整方針」に基

づき、定数配置について、全庁的に選択と集中を行うな

ど、厳しい財政状況が続くなか、「みえ県民力ビジョン」

の的確な推進が図れるよう見直しました。

・今後の県の財政状況などを踏まえたうえで、引き続

き、毎年度、職員数の見直しを進めていきます。

12 ② 給与の見

直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 給与の見直し

・給料における昇格、昇給について、年齢・人員構成等も踏まえて制度

面・運用面からの検証を行うとともに、各種手当についても、より適切なあ

り方について検討（～８月）

・関係機関等との協議等（８～１月）

退職手当の見直し他

・必要な見直しの実施に向けた調整及び改善（２月～） 継続

・より適正な給与制度の企画、管理及び運用などの観

点から検討を進め、給与等を見直しました。
総務部人事課

・退職手当について、議会に改正条例案を提出のうえ、

H25 年４月から支給水準の引き下げを行う予定です。

・昇格やその他手当についても引き続き、より適正な制

度の運用となるよう取り組んでいきます。

実施

順次実施

順次実施



5

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

13 ６ 税収確保

対策

① 個人住民

税の徴収対策

の推進

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 周知活動を通じ

た特別徴収制度

への加入促進

□ 特別徴収義務

者の全指定の

促進

□ 直接徴収の推

進

【全指定】

＜周知活動を通じた特別徴収制度への加入促進、特別徴収義務者の全指定の促進＞

・各地域税収確保対策会議（協力会議）での協議３回（５～12 月）

今までの取組総括、研究会委員選定、各研究会の検討事項報告

・特別徴収加入促進研究会開催（３回）（６～11 月）

作業部会の設置承認、24 年度広報計画承認、25 年度取組検討

統一事務取扱手引きの確認

・作業部会開催（７回）（７～12 月）

事務手続きのポイント整理、周知方策検討、統一事務取扱手引きの作成

・特別徴収加入促進研修会開催（７月）

先行自治体の実状講演、情報交換

・市長会・町村会での説明（10～11 月）

H26 年度から県内一斉指定実施の方針を報告

・チラシ等による周知活動（10～12 月）

県・各市町より事業所、関係団体あてにチラシ配付・説明

・税収確保対策会議連絡会議の開催（２月）

研究会報告、25 年度取組計画

＜直接徴収の推進＞

・引受案件の滞納整理（４月～）

４月から６市町（うち紀州分室２市町）から派遣を受け、直接徴収実施

７月から３市町（うち紀州分室１市）が加わり９市町の直接徴収実施

・市町徴収担当課長会議の開催（８月）

・市町の参加意向調査の実施（９月）

・各地域税収確保対策会議（協力会議）での協議（随時）

各地域開催の会議で 25 年度の派遣要請（９月）

・市町と個別協議

H25 年度派遣要請のため訪問等実施（11 月）

継続

・個人住民税の未済額が多額に上っていることから、事

業所への訪問や広報誌などの周知活動を通じた特別

徴収制度への加入促進を行ったほか、特別徴収義務

者の法令に基づく指定を、 H２６年度から県内全市町

が足並みを揃え実施していくことが合意されました。

・県の滞納整理のノウハウを市町と共有しながら、直接

徴収により県と市町が連携して組織的な滞納整理を実

施しました。

総務部

税収確保課

・周知活動を通じた特別徴収制度への加入促進によ

り、調定額に占める特別徴収額の割合は３年間で67.9%

から 73.5%と 5.6％アップし、推計で約 6.7 億円の増収効

果がありました。

・H26 年度からの指定に向け、更なる周知活動と、市町

において統一した事務取扱を進めていきます。

・直接徴収の取組として、３年間で、予告効果を含め、

約 13 億円を徴収しました。

・３年間で 15 市町と連携して、県による直接徴収を実施

しましたが、まだ連携できていない市町との連携ができ

るよう、取組を進めていきます。

14 ②市町と連携し

たより効果的な

徴収方策や徴

収体制の検討

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年

度

□ 市町と連携した

より効果的な徴

収方策や徴収

体制の検討

・三重地方税管理回収機構などに関する情報の収集及び分析（４～７月）

機構の引受及び徴収状況等の分析、県税及び市町税の分析

・課内ＷＧを設置し、諸課題等について整理及び協議（６月）

・京都地方税機構へのベンチマーキング（６月）

・収集した情報の分析結果に基づく課題の抽出（７～８月）

現状の徴収体制におけるそれぞれの成果・強み・弱みを整理し、課題

を抽出

・有識者との意見交換（８月）

・茨城租税債権管理機構へのベンチマーキング（10 月）

・現状や課題を踏まえたより効果的な徴収方策として、機構等の徴収体

制見直しの検討に向け、必要となる対応の協議（２～３月）

継続

・地方税を取り巻く現状の把握や諸課題の抽出等を行

い、地方税が置かれている背景や徴収方策に係る取組

のめざすべき姿などについて整理を行いました

総務部

税収確保課

・地方税徴収方策の取組方向について、市町・機構と共

有を図りながら、「地方税の納税秩序の確立」、「主体的

な財政運営ができる地方税源の確保」、「住民への説明

責任」の観点に基づき、市町と県の連携による地方税

の枠組みの中で滞納額縮減に向けた取組の強化につ

いて、引き続き検討を進めていきます。

検討

実施

実施

実施



6

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

15 ６ 税収確保

対策

③ 県民が納

税しやすい環

境の整備

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ クレジットカード

納税導入に向け

た検討

□ 自動車税を含む

自動車保有関

係手続きのワン

ストップサービス

の導入に向けた

検討

＜クレジットカード納税導入に向けた検討＞

・クレジット納税を導入している自治体の状況把握（５月）

・カード会社等からクレジット決済システムについての聞き取りを実施（６

～７月）

・システム開発費等のコストの検討（６～７月）

・導入可否を検討（７～９月）

・自動車税を対象に H26 年度からクレジット納税を導入（10 月）

＜自動車保有関係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）の導入に向けた検討＞

・OSS 都道府県税協議会 総会に出席し、OSS の推進についての国（国

土交通省・総務省・警察庁）の今後の方向性を把握、各都道府県の取組

状況を確認（５月・８月）

・既に OSS を導入している団体において、実際の稼動状況を把握し、メリ

ット・デメリットについて聞き取り（１団体）（７月）

・税収関係職員で構成される OSS 導入ワーキンググループにおいて、全

国の未稼働団体の動向を踏まえた費用対効果の分析など、OSS 導入条

件・導入効果について検討（４月～）

・OSS 地域連絡会（第 4 回）に出席（11 月）

・検討結果の中間まとめ（１～２月）

・OSS 地域連絡会（第 5 回）に出席（2 月）

継続

・クレジット納税を導入している自治体の状況を把握し

たうえで、納税者の利便性の拡大の観点や導入費用を

含めた費用対効果の観点から総合的に判断した結果、

自動車税を対象に H26 年度からクレジット納税を導入

することとしました。

・自動車保有関係手続のＯＳＳ導入については、全国

的な導入状況や車体課税にかかる税制改正の動向を

十分に踏まえ、導入に向けての諸条件が整うと考えら

れる時期を目標に、課税業務体制の検討・電算改修等

の準備を進めていくこととしました。

総務部税務・

債権管理課

・自動車税を対象に H26 年度からクレジット納税を導入

することを決定しました。今後は指定代理納付者の選

定やクレジット納税に対応するための三重県総合税シ

ステムの改修を行います。

・OSS の導入にあたっては、今後の全国的な導入状況

や車体課税にかかる税制改正の動向を注視する必要

があることから、導入に向けた諸条件が整うまで、他県

の動向に係る情報収集や関係団体との連携によるＰＲ

など、継続して実施に向けた検討を行います。

16 ７ 新たな財

源確保対策

① 多様な財

源確保策の導

入

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ ネーミングライツ

の導入可否・導

入手法の検討・

導入

□ 公用車への広告

掲載

□ 県行造林におけ

るオフセット・クレ

ジット制度の導

入

□ その他の財源確

保策の検討・導

入

【認定

取得】

＜ネーミングライツの導入＞

（とりまとめ：財政課）

・関係部局と今後のスケジュール、工程管理等について協議（５月）

・「県有施設に対するネーミングライツの導入に関する基本方針」の策定

（８月）

・関係部局の検討状況を確認（９月）

・導入施設、募集条件の検討（アンケート調査の実施）（９～12 月）

・導入施設、募集条件の決定（１月～）

・関係部局の検討状況を確認（３月）

＜公用車への広告＞

・募集要項等の検討・策定、関係部局との調整、募集案内公表（４～６月）

・公募の実施（対象約 40 台）（７月）

・公募期間の延長（８～９月）

・公用車広告掲載審査会の実施（10 月）

・公用車広告掲載開始（計 43 台）（11～12 月）

＜県行造林へのオフセット・クレジット導入＞

・森林認証機関による森林調査（３～９月）

・フォレストック認定申請及び認定取得（10～11 月）

＜その他の財源確保策＞

（職員駐車場の有料化の検討）

・他の自治体調査（県内外８自治体）（～11 月）

・課題の整理（～３月）

（とりまとめ：財政課）

・各部局の財源確保策の検討・実施状況を確認（９月）

・各部局の財源確保策の検討・実施状況を確認（３月）

継続

・多様な財源確保のため、県有施設のネーミングライツ

について基本方針を策定しました。

・公用車への広告掲載や県行造林におけるオフセット・

クレジット制度の導入、職員駐車場の有料化検討など、

新たな財源確保策の導入を進めました。

総務部財政課

（総務部管財課）

（農林水産部

治山林道課）

（総務部管財課）

・ネーミングライツ導入施設や募集・選定方法等の基本
的な考え方をまとめた「県有施設に対するネーミングラ
イツの導入に関する基本方針」を策定しました。今後
は、アンケート調査の結果や個々の施設の設置目的、
施設利用者数、メディアへの露出状況等を勘案して導
入施設、募集条件を決定し、可能なものから順次導入
を進めていきます。
・公用車広告については、7 社 43 台の広告掲載を決定
し、実際に広告を掲載して走行（運行）を始めています
（今年度の収入47万円）。今後は、広告を掲載した公用
車の運行状況や広告掲載に対するニーズを見ながら、
地域機関が所管する公用車への広告掲載の拡大につ
いて、引き続き検討していきます。
・県行造林へのオフセット・クレジットについて、11 月に
フォレストック認定を取得しました。これにより、県行造
林が吸収する温室効果ガスの吸収量が企業等に販売
されることになり、その収入を県行造林の森林整備等に
活用していきます。
・職員駐車場有料化について、他の自治体の現地調査
等を行い駐車料金設定の考え方や駐車場管理及び整
備等について課題整理を行いました。
有料化にあたっては、本庁職員用駐車場の駐車スペー
ス不足を解消することが必要であり、立体駐車場を整
備した上で不要となる駐車場を売却することを前提に検
討しましたが、直営方式、ＰＦＩ方式のいずれも県の収支
が長期間赤字運営となることから、本有料化で新たな
財源を確保することは困難との結果となりました。

検討

検討

順次実施

検討

検討 実施

実施

順次実施

検討



7

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

17 ７ 新たな財

源確保対策

② 新たな税

の検討

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 新たな税の検討

・森林づくりに関する税検討委員会にて報告書（骨子案）が取りまとめら

れ、税導入が適当と判断（５月）

・同委員会にて最終報告書取りまとめ（７月）

・同委員会による知事への答申（８月）

・県が「みえ緑と森のきずな税（仮称）」の導入を県議会で表明し、県制度

案を公表（9 月）

【県民等の意見聴取】

・各イベント等でのアンケートの実施（４月～）

・みんなで支える森林づくりフォーラム（参加 150 名）（５月）

・税検討委員会報告書（骨子案）についてパブリックコメント実施（272通の

意見）（６～７月）

・「みえの森林づくり」を考えるミニ県民集会（３回、参加 51 名）（６～７月）

・森林とふれあうイベント開催（10 ヵ所）（８～12 月）

・フェイスブック「みんなで支える森林づくり・三重」による情報提供（４月～）

・みんなで支える森林づくりニュースの発行（13 号まで発行）

・県制度案についてパブリックコメント実施（134 通の意見）（９～10 月）

【森林づくりに関する税の説明会】

・地区説明会（７カ所、参加 140 名）（６月）

・地域税収確保対策会議（８カ所、参加 86 名）（７月）

・税検討委員会報告書（骨子案）市長会・町村会（8 月）説明

・法人団体説明（７～９月）

・全市町税務担当課長への説明、市町農林担当課長との意見交換（８～９月）

・県制度案についての県民説明会（９回、参加 175 名）（10 月）

・町村会（10 月）、市長会（11 月）での説明

・説明会やイベントでの周知（９～３月）

・県政だより、新聞への広告掲載、フリーペーパーへの記事掲載（12～１月）

・三重テレビ（県政チャンネル）、ラジオ、ケーブルテレビ等での周知（12～1 月）

・県制度案市町説明会（2 月）

達成

・森林づくりに関する税検討委員会の答申、県民の皆さ

んの意見、県議会でのこれまでの議論等を踏まえ、H26

年４月からの森林づくりのための新たな税の導入に向

け、２月定例月会議で関係条例案を提出するに至りま

した。

農林水産部

みどり共生推進課

・様々な啓発活動に取り組んだ結果、森林づくりのため

の税の必要性等について、県民の皆さんに一定の理解

は得られたと考えています。

・条例案においては、税の導入時期をＨ26 年４月として

おり、税による取組を推進するためには、県民の皆さん

の理解や参画が重要であることから、引き続き、様々な

機会を捉え、丁寧な説明に努めていきます。

18 ③ ふるさと納

税の推進

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ ふるさと納税制

度の周知、寄附

していただきや

すい環境づくり

〔ふるさと納税制度の周知〕

・夏休みの帰省時期に合わせて新聞６紙による広報（７月）

・県人会、同窓会、他府県で開催されるイベントでのＰＲ（５月～）

・ホームページの修正（９月）

・ふるさと応援寄附金促進強化月間の実施（１２月）

〔寄附していただきやすい環境づくり〕

・他の自治体における納付方法の調査を実施（７月～）

・寄附していただきやすい環境づくりの実施策（インターネットを利用）を検

討（８～９月）

・インターネットを利用した申込・納付システムを導入（１２月～） 継続

・ふるさと納税制度を活用した寄附の拡大に向け、強化

月間中に三重県への帰省客を対象にした広報活動を

行うなど、新たな周知活動に取り組みました。

・インターネット環境において「クレジットカード収納、ペ

イジー収納、コンビニ収納」ができるシステムを導入し、

寄附していただきやすい環境づくりに取り組みました。

総務部税務・

債権管理課

・新たな周知活動は、一部マスコミにも取り上げられ一

定の成果が見られました。今後も、より効果的な方法を

検討しながら周知に取り組んでいきます。

・インターネットを活用したシステムを導入することによ

り、納付方法の選択肢を増やし、寄附に際しての利便

性を向上させました。システムの利用状況を注視すると

ともに、システム導入し利便性が向上したことの周知に

引続き取り組みます。

検討

実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

（再掲） ７ 新たな財

源確保対策

④ 未利用の

県有財産の積

極的な売却と

有効活用（再

掲）

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 未利用の県有財

産の積極的な売

却と有効活用

※「９－①未利用の県有財産の積極的な売却と有効活用」再掲 総務部管財課

19 ８ 県債発行

の抑制と予

算編成プロ

セスの見直

し

① 平成 26 年

度末の県債残

高を減少に転

換

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 可能な限りの県

債発行の抑制

・最適な資金調達先の組み合わせ及び発行要件の検討（４月～）

継続

・H26 年度末の県債残高が H23 年度末よりも減少する

よう、可能な限り県債の抑制に配慮した予算編成に取

り組みました。

総務部財政課

・新たな発行条件の超長期債（証書、30 年定時償還、

民間資金）を９月に導入しました。

・最適な資金調達先の組み合わせ及び発行要件を実

現するため、今後も多様な資金調達先に対して、発行

条件や発行年限といった条件のバリエーションの検討

を依頼していきます。

20 ② 予算編成

プロセスの見

直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 予算編成プロセ

スの見直し

・ワーキンググループ（ＷＧ）の設置（４月）

庁内職員、外部アドバイザーで構成、７月までで計７回開催

・ＷＧ及び財政課内で評価・検証（４～５月）

・ＷＧによる他府県の予算編成プロセス等に関する文書照会等（４～５月）

・ＷＧによる他府県の先進事例の現地調査（４府県）（５～６月）

・ＷＧ案の検討・策定（５～７月）

・ＷＧ案の知事報告（７月）

・ＷＧの提言に基づく予算編成プロセス見直し案の検討（７～８月）

・庁内会議において見直し案を議論（８～９月）

・予算編成プロセスの見直し（９月～）

・施策別財源配分制度（包括配分）を廃止。政策的経費について要求

上限額を設定し、各部局は要求事業に優先度をつけ、優先度判断に

ついて知事と部局長が議論を行って調整し、査定

・知事と部局長との予算議論回数増（３回）、協議の場は原則公開

・成果の確認と検証作業において総務部と各部局で意見が折り合わな

かった事業は、知事査定の場で結論

・知事査定を行った事業については、査定理由も含め査定結果を公表

・Ｈ25 年度当初予算調製方針の策定（10 月）

達成

・厳しい財政状況の中、限られた財源を的確に配分す

るため、より効果的・効率的な予算編成プロセスに見直

し、H25 年度予算編成から導入しました。

総務部財政課

・予算編成プロセスの見直しによって、翌年度の税金の

使い方をオープンに議論し、これまでの成果を踏まえつ

つ、県民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応

することで、県民の皆さんにより多くの成果を届けられ

る予算編成の実現に向けて取組んでいます。

・県民ニーズや社会経済情勢、事業の評価結果等を総

合的に勘案し、財源配分に反映させるため、施策や事

業の評価について外部の意見を聴取するとともに、翌

年度に注力する施策を重点化施策（仮称）として位置付

け、予算要求上限額に一定の加算を行うこととしていま

す。

実施

実施検討

実施



9

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

21 ９ 県有財産

の有効活用

と長寿命化

① 未利用の

県有財産の積

極的な売却と

有効活用

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 未利用の県有財

産の積極的な売

却と有効活用

〔未利用の県有財産の積極的な売却等〕

・今年度売却予定の土地について一般競争入札を実施（～１月）

・これまで売却できなかった未利用財産をインターネットに公開し、購入者

を募集。（７月～）

〔適正な財産管理と個別財産の利活用計画〕

・財産の自己点検要領の策定（～７月）

・各所属において財産自己点検の実施（８～９月）

・課題を有する財産の利活用検討及び利活用計画策定（12～３月）

〔ファシリティマネジメントの考え方を踏まえた財産の利活用〕

（公用車への広告掲載）※「７－①多様な財源確保策の導入」再掲

（自販機設置場所の貸付契約の更新）

本庁２台の公募の実施、事業者の決定、契約（2 月～3 月）

（県民ホール広告掲出）

・２枠の空きがあるため、随時募集をホームページ等に掲載（４月～）

・随時募集により１枠掲出申込があり、掲出を追加決定（８月）

・随時募集により１枠掲出申込があり、掲出を追加決定（10 月）

・H25 年度分の公募の実施（２月～３月）

・事業者の決定、契約（３月）

達成

・未利用の県有財産の売却にあたり、新たにインターネ

ットオークションを活用するなど積極的に取り組むととも

に、適正な財産管理と個別財産の利活用計画の策定

や公用車広告など県有財産の有効活用に取り組みまし

た。

総務部管財課

・未利用県有財産をインターネットオークション等も活用

しながら積極的に売却し、売却額は約１億６百万円とな

りました。今後も売却等、未利用県有財産の有効活用

を進めていきます。

・公用車広告については、43 台の広告掲載を実施し、

今年度の収入は 47 万円となりました。今後は、広告掲

載車両の運行状況や広告掲載に対するニーズを見な

がら、地域機関等が所管する公用車への広告掲載の

拡大について、引き続き検討していきます。

・県民ホール広告については、随時募集により空枠２枠

の追加掲出を行い、全ての広告枠（５枠）で広告を掲出

しました。年度末の更新時に公募を行い、掲載枠を充

足するよう努めます。

22 ② 民間活力

を活用した施

設整備・管理

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 民間活力を活用

した施設整備・

管理

・実施設計、建築確認済（～８月）

・建設工事（尾鷲 12 戸、熊野 12 戸）（８月着工～H25 年３月竣工）

・県有財産有効活用等推進会議作業部会や研修会を開催し、民間活力を

活用した施設整備の情報共有

達成

・施設整備および管理にかかるコストの平準化・縮減を

図るため、施設の更新において、民間活力を活用した

施設整備・管理手法を導入しました。また、その手法な

どについて、各部局と情報共有を図りました。

総務部管財課

・老朽化した職員公舎の建替えにあたり、新たな運営手

法として、ＰＦＩ的手法を採用して設計から運営まで民間

活力を活用した施設整備を実施し、供用を開始すること

により、県直営での建設に比べ約 1.9 億円の削減効果

に加え、満足度の高い施設の建設と職員の事務量を低

減することができました。

・民間活力を活用した施設整備事業の実績と成果を検

証し、庁内で情報共有を行うとともに、今後の施設整備

にあたっては、ＰＦＩ的手法導入の可能性を適宜検討し

ていきます。

23 ③ 庁舎など

県有施設の長

寿命化

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 庁舎など県有施

設の長寿命化

（「県有施設適正

保 全 計 画 （ 仮

称）」の策定）

・保全情報システム（BIMMS）を活用して、本庁舎及び地域庁舎（全 12 庁

舎）について建物基本情報及び機器・建築部材などの保全情報を入力（８

月）

・上記で示された各庁舎のライフサイクルコストの分析を踏まえ、保全コス

トの平準化及び長寿命化を図るため、12庁舎を集計し、建築、電気、機械

ごとのコストパフォーマンスを一覧表化（８月）

・施設の長寿命化計画に係る他府県の資料を収集（８月）

・指針内容の検討（11～２月）

・「本庁舎及び地域庁舎施設適正保全指針（仮称）」の策定（３月）

継続

・施設保全コストの平準化・縮減を図るため、施設のラ

イフサイクルコストの分析を行い、新たに「本庁舎及び

地域庁舎施設適正保全指針（仮称）」を策定しました。

総務部管財課

・保守点検及び劣化度診断を適切に行うことにより、施

設の長寿命化を図ることを目的とした、「本庁舎及び地

域庁舎施設適正保全指針（仮称）」を策定しました。

・今後は上記指針に基づき、各施設管理者が計画的な

自主点検・報告を行うことで、予防保全の効果を高め、

施設の長寿命化を図っていきます。

実施検討・策定

実施

実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

Ⅲ 仕組みの改革

24 10 政策 を

推進するた

めの仕組み

の見直し

① 政策を推

進するための

新たな仕組み

の構築

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 政策を推進する

ための新たな仕

組みの構築・運

用

・ワーキンググループ（ＷＧ）の設置（４月）

庁内職員、外部アドバイザーで構成、８月までで計８回開催

・｢みえ行政経営体系｣の課題（「仕組みの形骸化」、「運用上の課題」等）

について検討(４～６月)

・他県の事例調査・検討（４県）（６月）

・課題に対する見直し方針の検討（７月）

・合目的であり、簡素・効率的な仕組みをめざしたＷＧ案の策定（８月）

・ＷＧ案の知事報告（８月）

・ＷＧ案を踏まえ、担当部において新たな仕組み「中間案」の検討（９月～）

・新たな仕組み「中間案」の策定（１０月）

・新たな仕組み「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」の「最終案」

の策定（12 月）

PDSサイクルを PDCAサイクルと変更するなど、評価・改善を確実に計

画につなげていくためのマネジメントサイクル「みえ成果向上サイクル

（スマートサイクル）」を構築し、類似の行政運営に関わる仕組みを統合

し、簡素化・効率化を図る「オールインワンシステム」を構築

継続

・県の政策を推進するにあたり、評価の結果を踏まえ、

どのように変革・改善するのかを明確にするため、これ

までのＰＤＳサイクル（戦略策定・戦略展開・評価）をＰＤ

ＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）に見直し、新たに

「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」を構築しま

した。

総務部行財政

改革推進課

・「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」の構築に

より、評価（Check）、改善(Act)を確実に計画(Plan)につ

なげるマネジメントサイクルの体制が整いました。

・今後も、時代の変化に対応し、また県民の皆さんに成

果をとどけることができるよう、各部局と連携して効果的

なマネジメントサイクルを運用につなげるよう引き続き

取り組んでいきます。

25 ② 政策評価

（SEE）の仕組

みの見直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 政策評価（SEE）

の仕組みの見

直し

・「みえ政策評価システム」の運用の検証と課題の洗い出し（４～６月）

・他県事例の現地調査（４県）（６～７月）

・課題に対する見直しの方向性について検討（６～７月）

・ＷＧ案の策定（８月）、ＷＧ案の知事報告（８月）

※以上「政策を推進するための仕組み」検討ＷＧの中で併せて検討

・ＷＧ案を踏まえ、担当部において新たな評価の仕組み「中間案」の検討

（９月～）

・新たな評価の仕組み「中間案」の策定（10 月）

・新たな評価の仕組み「最終案」の策定（12 月）

マネジメントサイクルを効率的・効果的に運用し政策を着実に推進して

いくため、類似の行政運営に関わる仕組み（経営方針実践方策、みえ

政策評価システム等）を統合し、一括して管理する仕組み（オールイン

ワンシステム）を導入

継続

・経営方針実践方策とみえ政策評価システムを廃止し、

新たに「オールインワンシステム」を構築することで、Ｐ

ＤＣＡサイクルの機能を強化し、評価・改善を確実に次

の計画につなげるとともに、1 つの様式を様々な場面で

活用することで資料作成の効率化を図りました。

総務部財政課

・前年度の評価結果や当該年度の中間進捗情報を、次

年度の経営方針や予算編成に反映していく仕組みが整

いました。

・今後、事業の成果を県民の皆さんに着実に届けてい

けるよう、仕組みの効果的・効率的な運用に取り組んで

いきます。

26 ③ 条例の一

斉点検・見直し

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 条例の一斉点

検・見直し

・対象条例326件確定、「点検・見直しシート」作成、点検・見直しの要領作成(4月）

・庁内合意を得て、各部局等に対する説明会開催（5 月）

・各部局が「点検・見直しシート」で点検・見直しを行い、担当課に「点検・

見直しシート」を提出（５～６月）

・提出された「点検・見直しシート」について、担当課において、必要性、適

法性、有効性、効率性、公平性等の視点から内容の確認と各部局等との

調整（7 月～）

・各部局等が行った点検・見直し結果により、条例改正・廃止が必要な条

例で県議会第２回定例会９月会議に条例案を提出できるものについて、

「三重県条例の一斉点検・見直しに伴う関係条例の整理に関する条例

案」として、県議会へ提出（9 月）

・個別の改正条例案として、県議会に提出（２件）（12 月）

・対象条例326件の点検・見直し結果について、「点検・見直しシート」を県

ホームページで公表（12 月）

達成

・制定から相当の年数を経過した条例の中には、制定

後の社会情勢の変化に対応できていないもの等がある

と考えられることから、必要性、適法性、有効性、効率

性、公平性等の視点から点検・見直しを行い、県条例

の適時性を確保する取組を行いました。

総務部

法務・文書課

・対象条例326本について、点検・見直しを行った結果、

条例改正・廃止を行う必要がある条例について、改正・

廃止を行いました。

・県条例の適時性については不断の見直しが必要であ

り、今後も条例が適切なものであり続けるよう適宜必要

な取組を行っていきます。

検討・構築 実施

実施検討

検討 実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

27 10 政策 を

推進するた

めの仕組み

の見直し

④ 危機管理

の見直し

工程表 24 年度 25 年度 26年度 27 年度

□ 危機管理情報

を一元的に集

約する仕組み

の整備・運用

□ 危機対応にお

ける指揮・命令

権が的確に機

能する仕組み

の整備・運用

□ 「危機管理リア

ル タ イ ム メ ー

ル」による情報

共有

□ 危機対応の新

たな検証シート

の導入・運用

＜一元的に集約する仕組＞

・危機管理統括監の設置（４月）

・危機管理情報の共有体制の整備（４月）

・危機管理情報の共有方法の見直し（５月、７月）

＜指揮・命令権が的確に機能する仕組＞

・危機管理統括監の設置（４月）

・危機管理責任者会議及び危機管理推進者会議の設置（４月）

・危機管理計画の見直し作業（４～７月）

・危機管理計画の改定（７月）

＜情報共有＞

・「危機管理リアルタイムメール」による情報共有（７回）（４月～）

＜検証シートの導入＞

・新たな検証シートについて検討のうえ作成し、三重県危機管理実施要領

に様式として添付（４～７月）

・課長等が実施する危機管理意識向上研修のツールとして、検証シートを

導入（８月）

達成

・危機に関する情報の一元的な集約や、各部門が一体

となって危機への対応が十分できるよう、危機管理に関

して全庁を統括する職として危機管理統括監を設置し

ました。また、未然防止策の検討が迅速に行われるよう

「危機管理リアルタイムメール」を活用するととともに、

危機が発生した際の検証について、新たな検証シート

を導入しました。

防災対策部

危機管理課

・危機管理情報の共有体制を整備したことにより、危機

管理統括監に一元的に情報が集約されるようになりま

した。今後は必要な情報がより迅速に集約されるよう運

用方法を引き続き検討していきます。

・三重県漁船「堀栄丸」の衝突海難事故に際し、三重県

危機管理計画に基づき危機管理統括監を本部長とす

るＢ体制の対策本部を設置し危機管理統括監が指揮を

執り迅速に対応することができました。

今後も、重大な危機発生時等における危機管理統括監

の指揮・命令権を確保していきます。

・「危機管理リアルタイムメール」により他所の危機事例

を全庁に情報共有することで、課長等が実施する危機

管理意識向上研修においても、同危機事例の活用がな

されました。今後も危機発生の未然防止の実効性を高

めるため、事例に関係する部署の見解や本県の対応状

況等の補足等を積極的に行っていきます。

・新たな検証シートの運用を開始したことで、所属にお

いて発生した危機への検証が行われ、危機の再発防

止策や的確な危機対応への備えを講じることができま

した。今後も引き続き、危機管理意識向上研修の中で

検証シートを活用した取組を進めていきます。

28 11 県組織

の見直し

① 本庁部局

の再編

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 本庁部局の再編 【実施】

・本庁部局再編実施（４月）

達成

・以下の視点により、H24 年４月に本庁部局の再編を実

施しました。

①「みえ県民力ビジョン」を着実に推進できる組織体

制の構築

②県民の皆さんからわかりやすい、簡素で効率的、

効果的な組織体制の構築

総務部総務課

・本庁部局の再編により、「みえ県民力ビジョン」を着実

に推進できる組織体制が整ったところであり、状況の変

化に対応した見直しを図りつつ、今後とも、適切な組織

運営を進めていきます。

実施

実施

実施

実施

検討
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

29 11 県組織

の見直し

② 地域機関

の見直し

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 地域機関の見

直し

・課題検証、見直しの考え方等検討（４～９月）

・課題等の整理（６月）

県民センターの役割、県民から見てわかりやすく簡素な組織体制等

・基本的な考え方の整理公表（８月）

現場重視で地域の課題を施策に反映できる組織体制、県民の安全・安

心確保など地域での重点的な体制整備 等、

・具体的な方向性の整理、公表（８月）

地域での防災・危機管理体制の充実、児童相談の体制強化等

・具体的な見直し案作成、公表（９月・11 月）

地域防災総合事務所及び地域活性化局の設置、児童相談の体制強化等

・「三重県行政機関設置条例」一部改正（12 月）

・所内の体制など詳細を検討、調整（12～２月）

・地域機関の見直し実施（H25 年４月）

継続

・限られた行政経営資源のなかで、県民サービスの視

点や地域の特性を踏まえ、県組織全体として、現場重

視で「みえ県民力ビジョン」の施策を的確に推進していく

ことをめざして、次の考え方により、地域機関を見直し

ました。

①現場重視で地域の課題を施策に反映できる組織体制

②県民の安全・安心確保をめざした重点的な体制整備

③地域の特性に応じた機能整備

④県民から見て分かりやすく専門性を発揮できる効

率的・効果的な業務執行体制

総務部総務課

・H24 年度に実施した本庁部局再編と合わせて、「みえ

県民力ビジョン」を着実に推進できる組織体制が整いま

した。

・今後は、新たな組織体制における業務運営の状況を

確認しながら、適切な組織運営を図っていきます。

30 ③ 組織運営

の見直し

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 組織運営の見

直し

・本庁管理職等の職の見直し等実施（４月～）

・フラット制等の課題検証、見直しの考え方等検討（４～９月）

・課題の整理（８月）

「組織力」の低下、段階的な人材育成が困難 等

・見直しの考え方作成・公表（９月）

チェック機能の強化、段階的な人材育成等をめざした組織運営の見直し

・見直しの具体的内容検討（10～２月）

・組織運営の見直しの実施（25 年４月）

継続

・H25 年度からは、新たな職を設置し、業務実施の基本

を「個人」から「組織」に改めるなど、「フラット制」による

組織運営を見直します。

総務部総務課

・本見直しにより、求められる人材の育成をめざすととも

に、チェック機能の強化を図っていきます。

・今後は、見直しの趣旨を全庁的に共有し、「三重県職

員人づくり基本方針」に基づく新たな人材育成と併せ

て、的確な組織運営を進めていきます。

31 12 外郭団

体等の見直

し

① 団体のあ

り方改革

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 団体のあり方

改革

・団体の見直し方針の検討（４～９月）

団体のあり方の見直しの視点の検討

各部局ヒアリングの実施

・団体の見直し方針を確定・公表（10 月）

・個別団体の見直し内容の検討（10～１月）

・個別団体の見直し内容を確定・公表（２月）
継続

・「三重県外郭団体改革方針」策定後、およそ10年が経

過するなかで、社会経済情勢の変化も踏まえ、あらた

めて団体の目的や事業内容について精査を行い、個別

団体の見直し内容を確定し、公表しました。

総務部行財政

改革推進課

・個別団体の見直し方針に基づき、各団体について必

要な改革を実施します。また、団体経営評価などを活用

し、今後、新たに生じた課題などについても、適切な助

言・指導を実施することで、団体運営が簡素で効率的な

ものとなるよう、団体所管部局と連携して、引き続き取

組を進めていきます。

32 ② 団体への

県関与の見直

し

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 団体への県関

与の明確化

・県関与の見直し方針の検討（４～９月）

県関与の見直し項目の検討

各部局ヒアリングの実施

・県関与の見直し方針を確定・公表（10 月）

・個別団体への県関与の見直し内容の検討（10～１月）

・今後の県関与のあり方の検討（10～１月）

・個別団体への県関与の見直し内容及び今後の県関与のあり方を確定・

公表（２月）

継続

・各団体の目的や事業内容も考慮のうえ、県の団体へ

の関与のあり方について、基本的な方針を確定・公表

するとともに、個別団体への県関与のあり方について、

見直し内容を確定・公表しました。

総務部行財政

改革推進課

・個別団体への県関与のあり方について、見直し内容

に基づき、必要な見直しを実施します。

・団体への県の関与については、自主自立を基本とし

つつ、基本的な方針や「県の出資法人への関わり方の

基本的事項を定める条例」などに基づき、必要な指導・

助言等を実施します。

検討 実施

順次実施

検討

検討 実施

検討 実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

33 12 外郭団

体等の見直

し

③ 公益法人

制度改革に対

応した新たな経

営評価手法の

検討

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 新たな経営評

価手法の検討

・公益法人制度改革に対応した経営評価の考え方整理（４～９月）

新たな公益法人における公益性と安定経営との両立など公益法人制

度改革に対応した団体経営や経営評価の考え方の整理

・新たな経営評価手法の検討（10～２月）

評価項目及び評価様式の見直し内容の検討

・新たな経営評価手法を確定・公表（２月）

継続

・団体の経営状況に関する評価について、公益法人制

度改革などの制度的な改革への対応や評価内容が県

民の皆さんによりわかりやすいものとなるよう、評価項

目及び評価様式の見直しを行いました。

総務部行財政

改革推進課

・評価が不十分となっていた団体の公益性と安定経営

との両立などに関する視点から評価項目の見直しを行

い、より団体の実態に即した評価が可能となりました。

・評価様式の見直しにより、団体の経営状況が県民の

皆さんによりわかりやすいものとなるとともに、評価対

象団体について見直しを行い、県民の皆さんへの情報

提供の拡充につなげました。

・新たな評価を着実に実施するため、団体への十分な

周知をはかるとともに、必要があれば適宜評価につい

て見直しを行い、今後とも適切な評価の実施に努める

ことで、団体の経営改善やより適切な指導・助言への活

用を図っていきます。

34 13 民間活

力の有効活

用

① 民間活力

の導入に関す

る新たな指針

の策定

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 導入に係る考

え方をまとめた

新たな指針の

策定・運用

□ 「外部委託に係

るガイドライン」

の必要な見直

し・運用

・民間活力導入に関する現況整理、新たな指針の考え方検討（４～９月）

・新たな指針の基本的な考え方整理（９～10 月）

・新たな指針の具体的内容検討（10～２月）

・新たな指針の策定方針整理（12 月）

・新たな指針（「三重県民間活力等活用指針（仮称）」）の策定（３月）

・「外部委託に係るガイドライン」を新たな指針に包含して整理（３月）

継続

・公共サービスの提供手法が多様化する状況で、手法

を的確に選択するため、民間活力の導入に係る考え方

をまとめた新たな指針を策定しました。

・また、これに伴い「外部委託に係るガイドライン」につ

いても見直しを図り、同指針に包含して整理しました。

総務部総務課

・「三重県民間活力等活用指針（仮称）」を策定すること

で、民間活力の導入が可能と判断した事務事業につい

て、事業内容に応じた適切な手法と活動主体による公

共サービスが提供できるよう、手法選択のための基準

と手順の明確化が図られました。

・「三重県民間活力等活用指針（仮称）」を予算編成プロ

セスやオールインワンシステムにおけるひとつの判断ツ

ールとして使用することとし、県が実施する全ての事務

事業について、ＰＤＣＡサイクルのなかで民間活力の活

用について、不断の検討をしていくことを可能としていき

ます。

35 ② 指定管理

者制度の的確

な運用

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 指定管理者制

度の的確な運

用

・各指定管理者からの年度事業報告に県の評価を付した管理状況報告

書を作成のうえ、所管部から議会に報告・公表（９月）

・新たな指針（「三重県民間活力等活用指針（仮称）」）において、指定管

理者制度の適切な選択・運用が可能となるよう、整理（３月）

継続

・指定管理者制度を導入していない施設について制度

の活用を検討するとともに、導入済施設について、管理

状況を把握し、的確に評価、監督を行い、利用者の利

便性の向上など県民サービスの向上が図られるよう、

不断の見直しを行っています。

総務部総務課

・「三重県民間活力等活用指針（仮称）」のなかで、指定

管理者制度を民間活力活用手法のひとつとして位置付

けることで、より適切な手法選択や導入後の適切な運

用が可能となりました。

・他の民間活力活用手法と同様に、ＰＤＣＡサイクルの

なかで、指定管理者制度を導入していない施設につい

ての結論を得るとともに、導入済施設についても、適切

な見直しを図っていきます。

検討・策定 実施

実施

検討 実施

検討・見直し 実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

36 13 民間活

力の有効活

用

③ 地方独立

行政法人の円

滑な運営

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 地方独立行政

法人の円滑な

運営

・三重県公立大学法人評価委員会を４回開催し、地方独立行政法人法に

基づき、業務の実績について、評価を実施（５～８月）

・三重県立総合医療センター評価委員会を３回開催し、地方独立行政法

人法に基づき、評価基準等を検討（７～12 月）

・新たな指針（「三重県民間活力等活用指針（仮称）」）において、地方独

立行政法人制度導入の適切な判断が可能となるよう、整理（３月）

継続

・制度導入済の法人について、円滑な運営により業務

の効率性やサービス水準の向上などが実現できるよ

う、評価委員会開催等により適切な制度運営を図りまし

た。

総務部総務課

・「三重県民間活力等活用指針（仮称）」のなかで、地方

独立行政法人を民間活力活用手法のひとつとして位置

付けることで、より適切に手法を選択することが可能と

なりました。

・継続的に、適切な制度運用により、法人の円滑な運営

を図っていきます。

・他の民間活力活用手法と同様に、ＰＤＣＡサイクルの

なかで、必要に応じて、対象業務の法人化についての

検討を進めていきます。

37 14 Ｉ Ｔの効

果的・効率的

な利活用

① 情報シス

テム評価制度

の導入・運用

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 情報システム

評価制度の導

入・運用

・関係様式（基礎調査票、チェックシート）の修正（４月）

・基礎調査の実施によるシステムの状況（概要、再構築年度等）把握、

評価方法の再検討・見直し（５～６月）

・実施要綱・要領（案）、手順書、様式、マニュアルほか各種資料作成（～

６月）

・評価実施対象システムの選定・実施体制の検討（８月）

・制度の導入にあたっての庁内合意形成（９月）

・評価実施対象システム担当者、評価者向け説明会の実施（11 月）

・システム評価の実施

原課担当者チェックシート作成（11 月）、ヒアリング（12～１月）

・評価結果に基づくシステム担当者への支援（１月～）

・システム評価結果の審議（２月）

・制度の問題点の把握・検討、評価方法・様式等の改善（３月）

達成

・ＩＴ投資にかかるＰＤＣＡサイクルを確立し、全庁の情報

システムの適正化に向けたＩＴ投資管理体制を構築する

ため、新たにシステム評価制度を導入し、運用を開始し

ました。

地域連携部

ＩＴ推進課

・システム評価制度の導入により、現行システム導入時

に想定した目的や効果、その達成状況や課題等を早期

に検証することで次期システムのあるべき姿を明らかに

し、次期システムの企画・構想段階における検討課題

や予算要求前審査時の論点整理へつなげていくことが

可能になるなど、ＩＴ投資におけるＰＤＣＡサイクルの仕

組みが整いました。

・今年度の実施結果について検証し、課題や問題点に

ついて改善を図ったうえで、引き続き取り組んでいきま

す。

38 ② 効率的な

情報システム

導入手法の採

用

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 効率的な情報シ

ステム導入手法

の採用

・共通機能基盤（中小システム統合サーバ、リモート保守、職員アカウント

集中管理システム）の利用促進に向けた普及啓発

システム担当者研修会での概要説明（５月）

全所属に対する利用希望調査の実施（７～８月）

追加環境構築に向けたＲＦＩ（情報提供依頼）の実施、検討（４～８月）

追加環境構築に向けた予算措置（10～１月）

必要に応じ外部専門家等によるシステム担当者への支援（通年）

・次期システム構築に向けた優秀事例集の整備（４月）

達成

・機器調達費用や保守費用の削減、調達事務の軽減、

セキュリティ対策の向上等に資する共通機能基盤の利

用促進を図るため普及啓発に取り組みました。

地域連携部

ＩＴ推進課

・共通機能基盤の利用について、今年度新たに５システ

ムを収容し、機器調達費用や保守費用の削減、調達事

務の軽減、セキュリティ対策の向上等を図りました。

・次期システム構築に向けた優秀事例集にも掲載し、シ

ステム評価による改善策の一つとして積極的に提案し

ていく方針です。

・需要増に対応するため、H25 年度に追加環境の構築

を行うとともに、引き続きシステム担当者研修会や全庁

的な調査などを通じて、共通機能基盤の利用促進に取

り組んでいきます。

実施

随時実施

実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

39 14 Ｉ Ｔの効

果的・効率的

な利活用

③ 情報セキ

ュリティの確保

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 情報セキュリテ

ィの確保（職員

研修、セキュリ

ティ監査、脆弱

性診断）

・新規職員研修（3 回・107 名受講）（４月）

・割愛採用職員研修（7 回・171 名受講）（４月）

・システム担当者研修（2 回・46 名受講）（５月）

・ｅ－ラーニング研修（11 コース・延べ 92 名受講予定）（８月～）

・ＩＴキーパーソン研修（2 回・298 名受講）（６月）

・情報セキュリティ実施手順作成研修（4 回・32 名受講）（７月）

・新任所属長研修（2 回・59 名受講）（８月）

・セキュリティ監査のあり方の検討（～８月）

・所属長セキュリティセルフチェックの実施（１月）

・ソフトウェア資産管理台帳の整備（１～２月）

・情報システムの脆弱性診断の実施（２～３月）
達成

・多発する標的型メール攻撃等のサイバー攻撃などへ

の対応を強化するため、職員研修やセキュリティ監査、

脆弱性診断などを通じて、職員の情報セキュリティ意識

の向上や、情報システムのセキュリティ対策に取り組み

ました。

地域連携部

ＩＴ推進課

・各階層を対象にセキュリティ研修を実施したほか、三

重県電子情報安全対策基準において指導的な役割を

担う各所属長を対象にセキュリティセルフチェックを実

施することにより、全職員の情報セキュリティ意識やセ

キュリティレベルの一層の向上が図れました。

・情報資産管理簿やソフトウェア資産管理簿の整備、シ

ステムの脆弱性診断等を実施することにより、情報セキ

ュリティ対策が強化されました。

・県が保有する情報資産をサイバー攻撃から守るため

には、何よりも職員の情報セキュリティ意識の向上が必

要不可欠であるため、引き続き職員研修等を通じた三

重県電子情報安全対策基準の周知・徹底等に取り組ん

でいきます。

40 ④ 情報シス

テムに関する

業務継続計画

（ＢＣＰ）の策

定・見直し

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 情報システムに

関する業務継

続計画（ＢＣＰ）

の策定・見直し

・情報システムに関する業務継続計画（他県先進事例をもとに、災害発生

時においても実施する必要がある業務システム・35 システムを選定）のと

りまとめ、内容検討（４～６月）

・内容検討・修正（12～１月）

・情報システムに関する業務継続計画とりまとめ（１月）

達成

・近い将来に発生が予測されている東海・東南海・南海

地震等に備えて、災害発生時においても実施する必要

があるシステムを利用した業務を対象として、情報シス

テムに関する業務継続計画（ＢＣＰ）をとりまとめました。

地域連携部

ＩＴ推進課

・情報システムに関する業務継続計画（ＢＣＰ）のとりま

とめ作業を通じて、大規模災害発生時における所管業

務継続の要否、所管システムに対する平常時からの対

策やシステム停止時の代替手段の検討を行っていただ

いたことにより、危機管理意識の向上を図ることができ

ました。

・災害発生時に実効性のある計画とするためには、計

画に基づいた訓練等を行い、その結果によって見直し

を図っていく必要があるため、今後も引き続き、計画内

容の改訂・充実に向けて取り組んでいきます。

実施

実施



16

番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

41 14 Ｉ Ｔの効

果的・効率的

な利活用

⑤ 財務会計

システムの共

同アウトソーシ

ング

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 市町の財務会

計システムの共

同アウトソーシ

ングの促進

〔市町・県の納付書様式の統一〕

・県が発行する納付書様式の変更方針決定（７月）

県の各システムが発行する納付書をペイジー標準帳票とする、様式の

変更はシステム更新に合わせて行う、市町の納付書様式の変更につい

ても働きかける 等

・市町担当者及び会計管理者へ県方針の説明・依頼（９月、１月）

〔市町の財務会計システム共同化の促進〕

・会計事務標準化と財務会計システム共同アウトソーシング研究会の開催

県内３ブロックに分けブロック別に開催

市町公金収納フローのヒアリング結果のフィードバック等（６月）

市町財務会計システムのヒアリング結果のフィードバック等（９月）

・今後の取組方針を検討するため、各市町に対して意向調査を実施（11 月）

・調査結果を取りまとめ各市町にフィードバック（12 月）

・会計管理者意見交換会において、引き続き検討進めることとした（１月）

継続

・ＩＴを活用した市町の事務処理の共同化を促進するた

め、市町と共に会計事務の標準化を図り、市町の財務

会計システムの共同アウトソーシングへの取組を進め

ました。

出納局

出納総務課

会計支援課

・市町・県の納付書様式の統一について、県が発行す

る納付書様式の変更方針を定めることなどにより、県及

び市町の各システム更新等の際におけるペイジー標準

帳票採用に向けた具体的な方向性・内容を示すことが

できました。今後も引き続き、県及び市町の発行する納

付書様式の統一に向けて、県及び市町の担当者等に

対し、システム更新の時期等を踏まえ適宜働きかけ・支

援等を行っていきます。

・市町の財務会計システム共同化について、市町への

訪問調査や研究会における意見交換、議論等により、

現状を把握することができました。市町によりシステム

の更新時期が異なっており、グループ化も含め、今後さ

らに検討していきます。

42 15 広聴広

報の充実

① 幅広い県

民のニーズや

意識の把握

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 県民の声デー

タベースシステ

ムの充実

□ 「みえ県民意識

調査」の実施

＜県民の声データベースシステムの充実＞

・県民へのホームページ公開に関する認知度・操作性等の調査（７月）

・職員（県民の声キーパーソン）への県民の声データベースシステムの操

作性等に関する調査（７月）

・自治体の取組調査（８月）

・調査結果の整理・分析（９月）

・職員（広聴広報キーパーソン）との意見交換（10 月）

・ホームページ、データベース改修の検討（10 月）

調査結果を踏まえたデータベースシステムの変更を検討

・データベースの改修（３月）

・ホームページの改修準備（２～３月）

＜「みえ県民意識調査」の実施＞

・集計結果（速報）の公表（４月）

・「第１回みえ県民意識調査報告書」を公表（５月）

・H２４年度版成果レポートに「三重県民力ビジョン」に掲げる１６の「幸福

実感指標」に基づく調査結果を掲載（４～６月）

・「第１回みえ県民意識調査」研究レポート-三重県民の幸福実感、その現

状と課題-を公表（９月）

・第１回調査のフォローアップも行えるよう、一部質問項目を見直し、調査

票を設計（9～12 月）

・第 2 回調査の実施（1～2 月）

継続

・県民の声データベースシステムについて、県民の皆さ

ん及び職員アンケートの結果を踏まえ、システムの改

修及びホームページの公開について検討を進めまし

た。

・「みえ県民意識調査」を実施し、県民の皆さんの幸福

実感の現状を把握するとともに、幸福実感の向上と政

策のあり方について議論を喚起するため、詳細分析の

内容をとりまとめた研究レポートを公表しました。

戦略企画部

戦略企画総務課

広聴広報課

・県民の声データベースシステムの改修を３月に実施

し、４月から運用します。また、県民の声の公開につい

ては、新たな項目や様式を追加し、４月から実施しま

す。

・引き続き県民の声データベースシステムの操作性の

向上やわかりやすい県民の声の公開について取り組ん

でいきます。

・「みえ県民意識調査」の調査データを詳細に分析した

内容は、県民の皆さんの幸福実感を高めるための示唆

を含んでおり、政策議論の材料に十分なりうることが明

らかになりました。

・幸福実感の推移が分かる H25 年度以降、集計結果や

詳細な分析結果のとりまとめのタイミングを、可能な限

り「みえ県民力ビジョン・行動計画」の進行管理の年間

スケジュールに合わせることにより、政策協議や成果レ

ポートの作成、経営方針の策定、当初予算議論等の資

料等として活用できるようにします。

実施

実施検討

実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

43 15 広聴広

報の充実

②現場を重視

した広聴活動

の推進

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 「みえの現場・

すごいやんかト

ーク」などの拡

充

〔「みえの現場・すごいやんかトーク」の拡充〕

・目的、事業内容を再構築（４月）

・県民の幸福実感の把握を目的として、市町別に実施（５月～）

23 市町（１月末現在） 2 月以降 4 市町で開催予定

・テーマを設定し、テーマに関連する分野で開催（５月～）

４テーマ（離島、就労支援、若者によるまちづくり、東日本大震災の支

援）（１月末現在実績）、2 月以降「命を守る（仮）」で 1 回開催予定

・出された意見・提案については、その都度、各部局へ情報提供し、意見

に対する対応について、進捗状況を把握（個別の施策、事業へ反映）

〔「みえ出前トーク」の実施〕

・テーマの選定及び周知（４～５月）

みえ出前トークに関するリーフレット、テーマ一覧表を作成し、市町等関

係機関へ配布、県ホームページでも周知

・職員が地域に出向く出前トークの実施（６～２月）

194 回実施、7,062 人参加（１月末現在）

・県民の皆さんからいただいた意見等の事業への反映・活用状況の把握

（３月）
達成

・現場を重視し、地域の力を伸ばす県政を展開していく

ため、知事が現場に出向いて、地域で頑張っている皆

さんとの対話を行う「みえの現場・すごいやんかトーク」

及び各部局が掲げたテーマについて、職員が直接県民

の皆さんの集会等に出向き、説明する「みえ出前トー

ク」を実施しました。

戦略企画部

企画課

広聴広報課

・「みえの現場すごいやんかトーク」参加者からは、「知

事に自分たちの活動を紹介することで自らの活動を更

に頑張ろうと思った」など、「みえ県民力ビジョン」の『県

民力による「協創」の三重づくり』の推進にもつながって

います。

・トークでいただいたご意見、提案は、県庁各部局等と

情報共有を行い、個別の施策や事業への反映等につ

いて検討を行っており、複数のご意見をいただいた婚活

については、県庁での担当部局の決定及び事業化など

にも結びついています。

・今後も幅広い県民の皆さんとの「みえの現場・すごい

やんかトーク」の開催に向けて取り組んでいきます。

・「みえ出前トーク」により、県政に対する理解を深める

とともに、意見交換を行うことにより、県と県民の皆さん

とのコミュニケーションの向上につなげることができまし

た。

・実施期間終了後は、県民の皆さんからいただいた意

見等に対する事業への反映・活用状況をとりまとめま

す。

・来年度実施に向け、県政に対するより多くのご意見を

いただくため参加者アンケートの質問内容等を見直すと

ともに、いただいた意見等の事業への反映を促すため

トーカー（説明者）の実施報告を見直します。

44 ③インターネッ

ト広聴の拡充

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 新たなインター

ネットアンケート

システムの構築

・自治体等の取組調査（～８月）

・システム導入に向けての調査・検討（～９月）

・インターネット広聴試行開設に向けた準備（～９月）

アンケートボタンによる質問項目、導入ページ、活用方法の検討

・インターネット広聴試行（10 月～）

三重県ホームページの新着情報、報道発表資料について「情報は十分

だったか」「表現は分かりやすかったか」「情報はすぐみつけられたか」

の３項目についてボタンで回答するアンケートシステムを導入

達成

・県ホームページによるお知らせ情報などの発信に際

し、内容が役に立ったか、わかりやすかったかなどのア

ンケートを併用し、電子媒体の特性を生かしフルタイム

で広報効果の把握収集を行いました。

戦略企画部

広聴広報課

・システム導入後、県民の皆さんから 592 件（１月末現

在）の回答がありました。

・「情報が足りなかった」「表現がわかりにくかった」など

の回答数が多い項目について会議等で周知し、内容改

善を図ることで、県民の目線に立った、より良い情報発

信に結びつけていきます。

実施

検討 随時実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

45 15 広聴広

報の充実

④県政のわか

りやすい情報

発信

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ インターネット放

送局の拡充

・各部局の有する映像コンテンツの調査（８月）

・インターネット放送局で取り扱うコンテンツの拡充（７月～）

政策会議のライブ中継を開始（７月）

県政チャンネルのコーナーを設け、三重TVで放映の県提供番組「県政

チャンネル～輝け！三重人～」を掲載（７月）

当初予算における知事と部局長との協議の場（知事査定）を掲載

（12 月）
達成

・県の施策や事業をよりタイムリーに、より分かりやすく

提供するため、各部局が所管する映像コンテンツの整

理を行うとともに、政策会議や当初予算における知事と

部局長との協議の場等を動画配信するなどインターネ

ット放送局を拡充しました。

戦略企画部

広聴広報課

・これまで公開されていなかった政策会議や知事査定

などの会議の模様をリアルタイムに、映像で分かりやす

く見ることができるようになり、政策形成過程の公開な

ど県政の透明性も向上しました。

・今後も、古くなった情報の整理や新しい情報をいち早く

提供するなど、県政のわかりやすい情報発信を進めて

いきます。

46 ⑤新たな情報

発信チャンネ

ルの開設

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 新たな情報発信

チャンネルの開設

・システム導入に向けての調査・検討（～７月）

・広聴広報についての新チャンネル構築に向けた企画・検討（～８月）

・広聴広報についての新チャンネルの開設準備（～９月）

・ツイッター（「かんこうみえ」）開設（７月）、「三重県立博物館」（10 月）、

「三重県立図書館」（12 月））開設）

・フェイスブック（「三重の市民活動」（５月）、「かんこうみえ」「美し国おこ

し・三重」（７月））開設、「宮川流域ルネッサンス協議会」（９月）開設）

・広聴広報についての新チャンネルの開設試行（10 月～）

三重県ホームページのリニューアルにあわせて、広聴広報のコンテン

ツを集約

達成

・県民の皆さんの情報入手手段の多様化に対応するた

め、ツイッターの活用など、新たな情報発信チャンネル

を開設しました。

戦略企画部

広聴広報課

・今年度において、３つのツイッター、４つのフェイスブッ

クが新たに開設され、新しいメディア（ソーシャルメディ

ア）を活用した情報発信を行うことができました。

・三重県ホームページのリニューアルにあわせて、広聴

広報のコンテンツを集約し、容易にアクセスできるように

なりました。

・今後も積極的にツイッターやフェイスブックなどソーシ

ャルメディアを活用した情報発信を促すなど、各部局の

取組を支援し、新しいメディア（ソーシャルメディア）を活

用した情報発信を推進していきます。

47 ⑥職員の広聴

広報意識の向

上

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 広聴広報ハンド

ブックの作成・活

用

□ 職員研修等の実

施

＜広聴広報ハンドブックの作成・活用＞

・広聴広報に係る取組等調査（全都道府県）（８月）

・ハンドブック・構成案の検討（９月）

・三重県政策アドバイザーの指導、助言（９月、11 月）

・広聴広報ハンドブックの作成（２月）及び説明会の開催（３月）

＜職員研修等の実施＞

・広聴広報会議の開催（３回）（４月、10 月、１月）

・広聴広報ハンドブック説明会の開催（３月）
継続

・県民の皆さんがさまざまな機会に県政情報に触れ、県

政への関心を高めていけるよう、職員の広聴広報に係

る意識と資質向上をはかるため、「広聴広報ハンドブッ

ク」を作成するとともに、職員研修等を実施しました。

戦略企画部

広聴広報課

・「みえ成果向上サイクル」の中でも、協創の推進に向

けた県政と県民の皆さんとの受発信のしくみである「広

聴広報・情報マネジメント」の実効性を高める一つの方

策として「広聴広報ハンドブック」の活用を位置づけてい

ます。

・今後は、広聴広報意識の向上に向けた実践取組を進

めるなど、「広聴広報ハンドブック」を活用し職員の広聴

広報力のレベルアップを図っていきます。

検討 実施

随時実施

実施

検討・作成 実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

48 16 入札契

約制度の着

実な運用

① 最低制限

価格制度（印

刷業務）の試

行導入・運用

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 最低制限価格

制度（印刷業

務）の試行導

入・運用

・出納局での積算実施（４月～）

実施件数 11 件（１月末現在）

・各所属での最低制限価格を適用した入札の実施（４月～）

実施件数 ８件（１月末現在）

※積算を実施した11件のうち、１件は対象外（積算の結果100万円未満

となった）のため入札時に最低制限価格を適用せず、２件は入札（開札）

実施前
継続

・ダンピングを防止し印刷物の品質を確保するため、本

庁における設計金額 100 万円以上の印刷物の調達に

おいて最低制限価格制度を試行導入しました。

出納局

会計支援課

・最低制限価格制度の試行を導入することによって、事

業者に対して品質の確保とダンピングの防止の意識付

けができました。

・入札を実施した結果、最低制限価格を下回る入札（失

格）や予定価格を上回る入札（不落）が見られるため、

その要因を分析し、積算方法の精度を高める必要があ

ります。

・次年度以降も印刷物の調達にかかる最低制限価格制

度の試行を継続し、適切な運用に努めます。

49 ② 電子調達

システムの機

能改善・最適

化

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 電子調達シス

テムの機能改

善

□ 電子調達シス

テムの最適化

【契約

更新】

＜電子調達システムの機能改善＞

・ＡＳＰ提供事業者との定例会議の開催（毎月）

・アンケート調査の実施（事業者対象：６～７月、所属対象：７～８月）

・アンケート結果の集計・分析（８～９月）

・ＡＳＰ提供事業者との機能改善の協議・調整（10～１月）

＜電子調達システムの最適化＞

・物件等電子調達システムと公共事業電子調達システムを統合する方針

で進めることについて庁内合意をし、システム構築に係る仕様や費用に

ついてホームページによる公募を実施（６～８月）

・システム統合の実施に向けた庁内予算協議の実施（９～12 月）

・統合システムの構築に係る仕様の決定（９～３月）

・統合システム構築業務に係る発注に向けた準備（３月）

継続

・公正性・透明性・競争性の向上に向けて、電子調達シ

ステム利用者の利便性を高めるため、現行システムの

機能改善及び次期システムの最適化を検討しました。

出納局

会計支援課

・現行システムについては、ＡＳＰ提供事業者と協議・調

整の結果、次期システムの再構築が決定したことから、

機能改善は原則として行わず、現状維持による適切な

運用に努めることとします。

・次期システムの最適化の検討については、方針検討

に加え、予算協議や仕様決定、さらに統合システム構

築業務の発注準備を行いました。

・次期システムの最適化に向け、物件等電子調達シス

テムと公共事業電子調達システムとの統合を進めてい

きます。

50 ③ 事業者デ

ータの適切な

管理

工程表 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

□ 電子調達シス

テム等に登録

のある事業者

を対象とした発

注

・システム登録作業・データ管理（４月～）

電子調達システム登録事業者数 3,413 者（１月末現在）

共通債権者（物件契約）登録事業者数 4,942 者（同上）

・警察本部への暴力団排除にかかる照会（４月～）

新規は登録時に実施、既存は分割して年１回実施

照会件数 5,977 件（１月末現在）

・不適格事業者に対する物件関係の落札資格停止措置（４月～）

停止措置件数 ５件（１月末現在）

達成

・契約の相手方としてふさわしい事業者を選定するた

め、物件関係の契約について、「電子調達システム登

録事業者」と新たに制度の運用を開始した「共通債権者

（物件契約）登録事業者」を対象に発注することとし、こ

れらの事業者データを適切に把握・管理しました。

出納局

会計支援課

・随意契約の相手方についても、新たに共通債権者（物

件契約）の登録制度を導入・運用することによって契約

の相手方となる対象を把握し、警察本部への暴力団排

除にかかる照会をすることが可能になりました。

・次年度以降も登録の制度を継続し、適切な事業者デ

ータの把握・管理に努めていきます。

実施

実施

実施検討・構築

実施
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番

号
取組項目 具体的取組 工程表

平成 24 年度 取組実績

※２～３月実績（斜体）は見込み

取組

達成度

取組状況
担当課

成果と課題、今後の方向性等

51 16 入札契

約制度の着

実な運用

④ 入札契約

制度の適正な

運用と品質確

保

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 公 正 性 ・ 透 明

性・競争性の向

上に向けた取組

□ 低入札対策・総

合評価方式の

改善

〔制度の適正な運用〕

・受発注者を対象とした入札契約制度に係る各種相談対応（４～３月）

・入札契約事務担当者を対象とした情報交換会の開催（４回）

（７、９、10、２月）

〔現制度の検証と改善策の検討〕

・低入札対策、総合評価方式に係る入札制度改正後の状況把握及び課

題抽出（４～３月）

・物件等電子調達システムと公共事業電子調達システムを統合する方針

で進めることについて庁内合意をし、システム構築に係る仕様や費用に

ついてホームページによる公募を実施（６～８月）

・システム統合の実施に向けた庁内予算協議の実施（９～12 月）

・統合システムの構築に係る仕様の検討（９～３月）

・統合システム構築業務に係る発注に向けた準備（３月）

継続

・各種相談の常時対応や情報交換会による注意喚起な

ど入札契約制度の適正な運用を図るとともに、工事の

品質を確保するため、さらなる低入札対策、総合評価

方式の改善を検討しました。

県土整備部

建設業課

・入札契約制度の適正な運用に取り組んだことにより、

公正性・透明性・競争性を確保できました。今後も引き

続き取組を継続していきます。

・H23 年度に実施した低入札対策により、今年度におけ

る低入札での契約数は、昨年度より更に減少（県土整

備部発注 H22 年度：57 件、H23 年度：11 件、H24 年度：

4件（12月末））しました。また、総合評価方式において、

工事成績点の評価方法などの改善により、入札参加業

者のより適正な評価をし、公共工事の品質確保を推進

しました。今後も引き続き結果検証や課題抽出を行って

いきます。

・利用者の利便性を高めるとともに、公正性・透明性・競

争性の更なる確保に向けて、物件等電子調達システム

と公共事業電子調達システムとの統合を進めていきま

す。

52 ⑤ 地域の安

全・安心に向

けた建設業の

育成・支援

工程表 24年度 25年度 26年度 27年度

□ 「三重県建設産

業活性化プラ

ン」に基づく取

組

〔災害等緊急対応への取組強化〕

・「家畜伝染病発生等の緊急時における家畜処分の基本協定」に関する

合同訓練や研修会への参加実績を総合評価方式入札の評価項目に

追加（４～３月）

・備蓄基地の箇所選定について道路啓開計画の策定作業の中で検討（４～９月）

・道路啓開マップの作成（10 月）

・災害に備えた緊急資材等の備蓄方法の検討（11～３月）

・国・県・市（鳥羽市）との合同防災訓練への建設業者の参加（11 月）

〔地域維持型の契約方式の導入〕

・地域維持型の契約方式（複数年契約・複数工種の包括契約）の一部試

行と試行拡大の検討（４～３月）

・雪氷対策業務の適正な維持管理費用の計上についてアンケート調査の

実施及び結果分析、また、それらを踏まえた業務改善（４～12 月）

・建設事務所保全担当との維持管理業務に関する意見交換会の実施（１月）

〔経営力の強化支援〕

・建設企業に対して中小企業診断士による経営相談会を実施（11～３月）

継続

・災害時の緊急対応など地域に貢献できる地域建設業

を育成し地域の安全・安心を確保するため、災害等緊

急対応への取組強化、地域維持型の契約方式の導入

による維持管理体制の充実、企業の経営力強化に対

する支援など「三重県建設産業活性化プラン」に基づく

取組を進めました。

県土整備部

建設業課

・道路啓開マップの作成、建設業者も参加した合同防災

訓練の実施などの災害等緊急対応への取組強化、地

域維持型契約方式の導入による維持管理体制の充実

などの取組により、地域の安全・安心の確保を推進しま

した。

・引き続き「三重県建設産業活性化プラン」に基づく取

組について進捗を図り、技術力を持ち地域に貢献でき

る建設業の育成をめざします。

実施

実施

実施


